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ISO 14001制定の背景

 第1回地球サミット（環境と開発に関する国連会議（UNCED））開催
（ブラジル リオ・デ・ジャネイロ1992年6月3日～14日）
『環境と開発に関するリオ宣言』 、『アジェンダ21』の採択
『気候変動枠組条約』、『生物多様性保全条約』の署名
持続的開発のために、環境への配慮が必要不可欠との認識共有

実行手段
① 国際条約等に基づく、各国の環境

規制等の強制的手段

② 組織（会社等）の自主的活動によ
る、組織に最適な環境活動の実施

組織に最適な環境活動を生み出すための環境マネジメントシステ
ムに対する関心の高まり

⇒環境マネジメントシステム規格(ISO 14001)制定(1996年9月）
（その後、２度の改訂実施。“ISO 14001:2015”が最新版）

 環境汚染に伴う局所的健康被害等の発生(公害）⇒地球環境問題
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ISOとは?
 ISO (International Organization for Standardization）（国際標準化

機構）国際貿易の円滑化のため、電気分野を除く工業分野の国際
的な標準である国際規格を策定するための民間の非政府組織。
(1947年設立、本部：ジュネーブ)

 この組織で決めた国際規格も”ISO ****”と呼ばれる

 適用例：フィルムの感光度表示：ISO 4(モノクロ）など
図記号：ISO 7010（非常口）など
製品：メートルねじなど

 良い組織（良いマネジメント）からは、良い結果が生まれるという考
えから、製品そのものだけでなく、組織（会社等）のマネジメントシス
テムに対する規格も制定されるようになった。（品質マネジメントシ
ステム：ISO 9001, 環境マネジメントシステム：ISO 14001 等）

 WTO/TBT協定（国際貿易の技術的障害に関する協定）によって,
国内規格（JIS等）を制定する場合、 ISO規格が既にあれば,これに
基づくことが義務づけられている。（ ISO 14001 → JIS Q 14001）
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Plan ： 組織の環境方針に沿った結果を
出すために必要な環境目標及び
プロセスを設定する

Do ： 計画通りにプロセスを実施する

Check ： コミットメントを含む環境方針，

環境目標及び運用基準に照らし，
プロセスを監視し，測定し，その
結果を報告する

Act ： 継続的に改善するための処置を
とる

ISO14001の目的
社会経済的ニーズとバランスをとりな
がら，環境を保護し，変化する環境状
態に対応するための枠組みを組織に
提供すること
(0.2 環境マネジメントシステムの狙い)

PDCAサイクルと ISO 14001の目的

・環境パフォーマンスを向上させること
・環境に関わる順守義務を満たすこと
・組織が決めた環境目標を達成すること
(1. 適用範囲）

(A.3)組織は，追加の”意図した
成果”を設定することができる。
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箇条 概要

序文 規格の背景，狙い等，を説明

1 適用範囲 規格の適用範囲，意図した成果等，規格の意図を説明

2 引用規格 引用する規格：なし

3 用語及び定義 規格で使用される主な用語及び定義を説明

4 組織の状況
外部・内部の課題，利害関係者のニーズ及び期待の理解，
適用範囲等，システム構築・運用の前提となる要求事項

要
求
事
項

5 リーダーシップ
方針の策定，責任及び権限の割当等，
トップマネジメントに対する直接的要求事項

6 計画
リスク及び機会，環境側面，順守義務への対応計画
環境目標の達成計画等，計画立案に対する要求事項

7 支援
資源，従事者の力量，授業員の認識，コミュニケーション
文書管理等，運用を支援する項目の要求事項

8 運用
システムの運用，緊急事態への準備・対応
に関する要求事項

9 パフォーマンス評価
運用状況の監視・測定・分析・評価，内部監査，
マネジメントレビュー等，運用結果の評価に関する要求事項

10 改善
継続的改善，是正処置等，
システムの改善に関する要求事項

附属書A この規格の利用の手引き

附属書B 2004年版（ISO14001:2004）との対応

P

D

C

A

ISO 14001：2015の構成
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・・・・

マネジメントシステムの共通要素
（規格の上位構造，要求事項，用語・定義）

「ISO/IEC 専門業務用指針，第1部 付属書ＳＬ」（共通テキスト）

ＱＭＳ

（品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）

固有要求事項

ＥＭＳ
（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）

固有要求事項

ＩＳＭＳ
（情報ｾｷｭﾘﾃｨ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
固有要求事項

（注） ・“Ｓ”は補足指針（Supplement）のＳで，・“Ｌ”はＡから始まってＬ番目の意味

共通のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 要求事項に，各ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの 固有要求事項を追加

⇒マネジメントシステム規格間の整合性の向上

2015年版の構造
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 戦略的な環境管理と事業プロセスへの統合 ： ［箇条４, ５，６］
組織の状況の認識（外部・内部の課題、 利害関係者の要求⇒リスク及び機会）
組織が環境に与える影響＋ 環境の変化が組織に与える影響
環境部門⇒組織の事業プロセスへの内部化（組織内の多様な機能の関与）

 リーダーシップ ： ［箇条５］
システムの成功を確実にするため、トップのリーダーシップに関する責任の導入

 環境保護の拡大 ： ［箇条４，５］ (ISO 26000との整合)
汚染の予防に加え、資源の利用、気候変動、生物多様性への対応拡大

 環境パフォーマンスの重視 ： ［箇条４, ５, ６, ７］
システムの改善から、パフォーマンスの改善へのシフト

 ライフサイクル思考 ： ［箇条６, ８］
ＥＭＳによる管理と影響の範囲をライフサイクル全体に拡大

 コミュニケーション ： ［箇条７］
環境コミュニケーション戦略 の確立と実施

 プロセスベースのEMS： ［箇条４，８］

“手順”の要求⇒“プロセス”の概念に基づくマネジメントシステム(結果の重視）

What are the emerging changes ?
ISO/TC207/SC1  N1000（WG5 N135）

ISO 14001 Revision  update November 2013７つの変更点
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インプット
• 外部及び内部の課題
• 利害関係者のニーズ及び期待

アウトプット（意図した成果）
環境パフォーマンスの向上、順守義務を満たすこと、環境目標の達成

システムの確立

必要なプロセスと
その相互作用を決
定する （4.4）

プロセスの確立

プロセスの運用基
準を決定する
(8.1）

システムの改善

プロセスそのもの又
は相互作用を改善

プロセスの改善

プロセスの運用基
準を改善

システムの

PDCA

プロセスの

PDCA

箇条４．４の
要求事項

箇条８．１の
要求事項

プロセス（process）：インプットをアウトプット（意図した結果）に変換する，相互に
関連する又は相互に作用する一連の活動

システムとプロセス（手順からプロセスへ）
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3.1.1 マネジメントシステム（management system）

方針，目的及びその目的を達成するためのプロセスを確立するための，相互

に関連する又は相互に作用する，組織の一連の要素。

3.1.2 環境マネジメントシステム（environmental management system）

マネジメントシステムの一部で，環境側面をマネジメントし，順守義務を満たし，

リスク及び機会に取り組むために用いられるもの。

環境マネジメントシステムの定義

上記（環境側面、順守義務、リスク及び機会）を”６ 計画“で決定し、

その取り組みを計画（6.1.4)する
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リスク及び機会の決定への要求事項

6.1 リスク及び機会への取組み 6.1.1 一般 (要求事項抜粋）

EMSの計画を策定するとき，
組織は，右記を考慮し，

下記の事項のために取り組む必要がある，
右記に関連する，リスク及び機会を決定
しなければならない。

a) 外部及び内部の課題(4.1）
b) 利害関係者の要求事項(4.2）
c) EMSの適用範囲（4.3）

• 環境側面（6.1.2 参照）
• 順守義務（6.1.3 参照）
• 4.1 及び4.2 で特定したその他＊の課

題及び要求事項
（＊環境側面にも順守義務にも関連しない）

• EMSが，その意図した成果を達成できるという確信を与える。
• 望ましくない影響を防止又は低減する。
• 継続的改善を達成する。 （リスク・機会に対応する目的）

決定された“取り組む必要があるリスク及び機会”は、“取組みの計画”策定の対象
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4.1 組織及びその状況の理解

組織は，組織の目的に関連し，かつ，その環境マネジメントシステムの意図した成
果を達成する組織の能力に影響を与える，外部及び内部の課題を決定しなければ
ならない。

こうした課題には，組織から影響を受ける又は組織に影響を与える可能性がある
環境状態を含めなければならない。

”外部及び内部の課題”決定への要求事項

 EMSの意図した成果(環境パフォーマンスの向上、順守義務を満たす、環境目標
の達成）に影響を及ぼす課題

 課題には、悪い影響だけでなく、良い影響をもたらすものも含まれる。

 組織から影響を受ける環境状態：環境側面による環境影響の対象
組織に影響を与える環境状態：例えば気候変動による洪水の増加等

 新型コロナの蔓延は？
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”利害関係者の要求事項”決定への要求事項
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

組織は，次の事項を決定しなければならない。

a) 環境マネジメントシステムに関連する利害関係者
b) それらの利害関係者の，関連するニーズ及び期待（すなわち，要求事項）
c) それらのニーズ及び期待のうち，組織の順守義務となるもの

 利害関係者（interested party）の定義（3.1.6）

ある決定事項若しくは活動に影響を与え得るか，その影響を受け得るか，又は
その影響を受けると認識している，個人又は組織

例：顧客，コミュニティ，供給者，規制当局，非政府組織（NGO），投資家，従業員

 規制当局の要求事項は、その多くが法的要求事項により順守義務に繋がる。

 法的要求事項以外の要求事項は，組織がそれを順守することを決定したときに
義務となる。

 より詳細なレベルでの順守義務の分析は，”6.1.3 順守義務”で実施される。

(参考）
•“外部及び内部の課題”、“利害関係者の要求事項”は客観的状況
•“リスク及び機会”は、その潜在的影響
•“影響”は、組織に対する影響（effect)と環境に対する影響（environmental impact）
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“環境側面”、”順守義務“、”その他“に関連するとは

関連する リスク 機会

環境側面
(6.1.2)

順守義務
(6.1.3)

その他

外部・内部の課題(4.1)，利害関係者の要求事項(4.2），適用範囲(4.3)

＜対応目的＞
・EMSの意図した成果を達成
・望ましくない影響を防止又

は低減
・継続的改善を達成

<その他の例>（A.6.1.1)
a) 労働者間の識字又は言葉の壁によって現地の業務手順を理解できないこ

とによる，環境への流出。
b) 組織の構内に影響を与え得る，気候変動による洪水の増加
c) 経済的制約による，有効なEMSを維持するための利用可能な資源の欠如

考慮

(6.1.2 注記) 著しい環境側面は，有
害な環境影響（脅威）又は有益な環
境影響（機会）に関連するリスク及び
機会をもたらし得る。

(6.1.3 注記) 順守義務は，組織に対
するリスク及び機会をもたらし得る。
(A.6.1.3)不順守（組織の評判を害し
得る，又は法的行動につながり得
る。），順守義務を超えた実施（組織
の評判の強化につながり得る。）
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6.1.2 環境側面 (要求事項抜粋）

EMSの定められた適用範囲の中で，ライフサイクルの視点を考慮し，組織の活動，

製品及びサービスについて，組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼす

ことができる環境側面，並びにそれらに伴う環境影響を決定しなければならない。

環境側面の決定への要求事項

“環境側面”、“環境影響”の定義

3.2.2 環境側面（environmental aspect）
環境と相互に作用する，又は相互に作用する可能性のある，組織の活動又は
製品又はサービスの要素。

3.2.4 環境影響（environmental impact）
有害か有益かを問わず，全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる，
環境に対する変化。

 (管理できる・影響を及ぼすことができる）環境側面（原因）
⇒(有害・有益）環境影響（結果）

 “管理できる環境側面”を“直接的環境側面”という場合がある。

 “影響を及ぼすことができる環境側面”を“間接的環境側面”という場合がある。
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組織の活動

電気

水

紙

：

廃棄物 排水 騒音 ・・・

製品・サービス

インプット

意図しない

アウトプット

“活動の要素”とは

管
理
で
き
る
環
境
側
面

典型例

紙：有形のインプット

ゴミ：有形のアウトプット

電気：無形のインプット

騒音：無形のアウトプット

附属書 A.6.1.2 

組織は，組織が直接的に管理できる環境側面のほかに，影響を及ぼすことが

できる環境側面があるか否かを決定する。

これは，他者から提供され，組織が使用する製品及びサービス，並びに

組織が他者に提供する製品及びサービスに関連し得る。

⇒“製品又はサービスの要素”
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“影響を及ぼすことができる環境側面”とは①

他者から提供され，組織が使用する製品及びサービス

例：再生紙の購入により製紙会社の使用するバージンパルプの量を削減

• 白色度の低い紙の購入により製紙会社の使用する化学薬品の量を削減

• 再生プラスチッックを使用した製品を購入することによりプラスチックメーカの
使用する石油の量を削減

（参考）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

国及び独立行政法人等の、環境物品選択の努力義務等を定めた法律

環境物品：環境負荷の低減に資する原材料・部品・製品・役務

具体的基準は“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”の別記に記載
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“影響を及ぼすことができる環境側面”とは②

組織が他者に提供する
製品及びサービス

例：省エネ家電の提供により、使用時の顧客の電気使用量を削減（家電メーカ）
• 小型・軽量の製品の提供により、輸送時の輸送事業者のガソリン使用量を削減

(製品メーカ）
• 廃棄時のリサイクルが容易な製品の提供により、廃棄物処理時の最終処分量

の削減(製品メーカ）
• 利便性の高いTV会議システムの提供により使用者の移動のためのエネル

ギー削減（ITシステムメーカ)

 提供する製品・サービスにより多種多様

 影響を及ぼすタイミングが多段階（輸送、使用、使用後）⇒ライフサイクルの視点

 組織の活動により他者の管理できる環境側面に影響を与える⇒有益な環境影響
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6.1.2 環境側面 (要求事項抜粋）

組織は，設定した基準を用いて，著しい環境影響を与える又は与える可能性のある

側面（すなわち，著しい環境側面）を決定しなければならない。

著しい環境側面の決定への要求事項

 “著しい環境側面”とは、著しい環境影響を与える環境側面

 決定された“著しい環境側面”は、取組み計画(6.1.4）の対象となる
⇒環境側面の中から取組む必要のある重要な環境側面を選択

 決定のための”基準“は組織が設定する。

(参考）附属書A.6.1.2 抜粋
著しい環境側面を決定する方法は，一つだけではない。しかし，用いる方法及び基準は，矛
盾のない一貫した結果を出すものであることが望ましい。・・・環境に関する基準は，環境側
面を評価するための主要かつ最低限の基準である。・・・ある環境側面は，環境に関する基
準を考慮するだけの場合には著しくなかったとしても，その他の基準を考慮した場合には，著
しさを決定するための閾値に達するか，又はそれを超える可能性がある。これらのその他の
基準には，法的要求事項，利害関係者の関心事などの，組織の課題を含み得る。

 “著しい環境側面”を決定する方法は2つ以上あっても良い。（例：”管理できる環
境側面”と”影響を及ぼすことができる環境側面“では、別の基準でも良い）

 環境影響以外の別の視点を補助項目として加えても良い
（例：海洋プラスチックごみへの関心の高まり→ワンウェイプラスチック削減）
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1. ISO 14001制定の背景と概要

2. 2015年版の強化点

3. リスク及び機会の考え方

4. 環境側面をどのように捉えるか

5. 取組みの計画から目標への展開

6. 活動に活かしていくために

内容
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6.1.4 取組みの計画策定(要求事項抜粋）

次の事項を計画しなければならない。

a) 取組み: 著しい環境側面(6.1.2)、順守義務(6.1.3)、リスク及び機会(6.1.1)

b) 行う方法：

1) その取組みのEMSプロセス（6.2，箇条7，箇条8 及び9.1 参照）又は他の事業

プロセスへの統合及び実施

2) その取組みの有効性の評価（9.1 参照）

”取組みの計画策定”への要求事項

 EMSのどのプロセス（6.2目標、７支援、８運用、９パフォーマンス評価）で行うか
(又は他の事業プロセス）を計画する⇒どのプロセスで行うかの振り分け機能

<付属書A.6.1.4 抜粋＞
組織は，組織が環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するための優
先事項である，著しい環境側面，順守義務，並びに6.1.1 で特定したリスク及び
機会に対して環境マネジメントシステムの中で行わなければならない取組みを，
高いレベルで計画する。

 有効性（計画した活動を実行し，計画した結果を達成した程度）の評価方法を計
画する。（9.1 参照）
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9.1 監視，測定，分析及び評価 9.1.1 一般 抜粋
組織は，次の事項を決定しなければならない。
a) 監視及び測定が必要な対象
b) 該当する場合には，必ず，妥当な結果を確実にするための，監視，測定，分析及

び評価の方法
c) 組織が環境パフォーマンスを評価するための基準及び適切な指標
d) 監視及び測定の実施時期
e) 監視及び測定の結果の，分析及び評価の時期

”有効性の評価方法(9.1参照）”とは
 下記のa)～e)を計画段階で決定しておく

環境パフォーマンス指標

ⅰ) マネジメント・パフォーマンス指標

例 ； 法律違反の件数，訓練への参加度，汚染予防の提案数，
緊急時対応訓練の回数，経営資源の削減額

ⅱ)オペレーショナル・パフォーマンス指標

例 ； 廃棄物の量，エネルギーの使用量，車両輸送の燃料消費量，
有害物質の含有量

（参考） ISO 14031「環境パフォーマンス評価の指針」から
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4.3 EMSの適用範囲

6.1.1
環境側面に
関連するリス
ク及び機会

6.1.1
順守義務に
関連するリス
ク及び機会

4.1
外部・内部課題

4.2 利害関係者の
要求事項

6.1.1
その他に

関連するリス
ク及び機会

6.1.2 環境影響

著しい環境
影響を評価
する基準

6.1.2 著しい環境側面 6.1.1 リスク及び機会

6.1.4 取組みの計画

9.1 パフォー
マンス評価7 支援6.2 環境目標

EMSのプロセス

8 運用

他の事業プロセス

ライフサイクル
の視点

6.1.2 環境側面 6.1.3 順守義務

組織の状況から取組みの計画のフロー
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6.2.1 環境目標(要求事項抜粋）

関連する機能及び階層において，

環境目標を確立しなければならない。

環境目標は，次の事項を満たさなければならない。

a) 環境方針と整合している。

b) （実行可能な場合）測定可能である。

c) 監視する。

d) 伝達する。

e) 必要に応じて，更新する。

”環境目標”への要求事項

環境目標が，環境方針の中でトッ
プマネジメントが行うコミットメントと
広く整合し，調和していること

環境目標が達成されているか否かを決定するための規
定された尺度に対して，定量的又は定性的な方法のい
ずれを用いることも可能であるということ

6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定(要求事項抜粋）

次の事項を決定しなければならない。

a) 実施事項

b) 必要な資源

c) 責任者

d) 達成期限

e) 結果の評価方法。これには，測定可能な環境目標の達成に向けた進捗を監視

するための指標を含む（9.1.1 参照）。

(附属書 A6.2 抜粋）

最終結果の評価方法だけでなく、進捗監視の指標も決定。
（上手くいっていない時に是正できるようにするため）
9.1.1 参照：25ページに同じ

戦略的，戦術的又は運用的レベルで，環境目標
を確立してもよい。戦略的レベルは，組織全体に
適用できる。
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1. ISO 14001制定の背景と概要

2. 2015年版の強化点

3. リスク及び機会の考え方

4. 環境側面をどのように捉えるか

5. 取組みの計画から目標への展開

6. 活動に活かしていくために

内容
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東京都市大学にとっての“製品・サービス”とは

インプット

意図しない

アウトプット

意図した

アウトプット

組織の活動
教育
研究

学生（卒業生）

研究成果

≪目標へ展開されている著しい環境側面（間接影響）≫
・環境意識の啓蒙活動推進 ・分別収集や有価物回収の支援研究
・環境教育・研究支援 ・省資源教育・研究の発展
・省エネルギー教育研究の推進 ・環境関連法規制の完全な把握
・ゴミ減量化・再資源化の支援研究 ・情報の公開及び活用

影響を及ぼすことができる環境側面

有益な環境影響の拡大

環境目標の達成を判定するための、環境パフォーマンス指標及び基準を設定。

マネジメント/オペレーショナル・パフォーマンス指標

定量的/定性的な方法 のどちらでも良い

目標は環境方針と整合。目標は戦略的，戦術的又は運用的レベル。

環境パフォーマンス
の向上
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基本理念

東京都市大学横浜キャンパス(環境情報学部・環境学部・メディア情報学部・大学院環境情
報学研究科)は、地球環境保全が人類全体の最重要課題の一つであることを認識するととも
に、教育機関として初めてISO14001の認証を取得し、以来現在まで継続して登録してきたこと
に誇りを持ち、キャンパス内のすべての活動が環境と調和するよう配慮し、広く地球的視野に
立って、横浜キャンパス内のすべての教職員・学生および常駐する関連会社の職員（以下
「教職員・学生等」という。）が一致協力して、環境の保全と改善に努め、21世紀の社会の持
続可能な発展に貢献する。

基本方針

1. 持続可能な社会の実現に貢献する学生を育成するため、環境マネジメントシステ

ムを主要な教育テーマとして活用し、地球環境・地域環境保全のための教育と活

動を能動的に展開し、社会への貢献を図る。このため、自ら研究と教育を進めるこ

とはもとより、地域・行政のプログラムに積極的に参画し、教職員・学生が自主的

に参加することを支援するとともに、研究・教育の成果を公表して、持続可能な社

会への貢献を図る。

2. 環境方針を達成するため環境目的・目標を設定し、横浜キャンパス内のすべての

教職員・学生および常駐する関連会社の職員が一致して、これらの目的・目標の

達成を図る。 (以下、3．以降省略）

（出典：東京都市大学横浜キャンパスホームページ http://www.comm.tcu.ac.jp/isooffice/policy/index.html）

東京都市大学横浜キャンパス環境方針(抜粋）

戦略 戦術

http://www.comm.tcu.ac.jp/isooffice/policy/index.html
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他大学の事例

登録組織名称 初回登録日

国立大学法人 三重大学 2007-11-19

国立大学法人 京都工芸繊維大学 2013-05-10

国立大学法人 千葉大学 2005-01-27

国立大学法人 島根大学 医学部・医学部附属病院 2006-03-10

国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学 2003-03-20

国立大学法人 秋田大学 2007-03-22

国際連合大学 国連大学本部、および国連大学サステイナビリティ高等研究所 2004-01-26

東京都市大学 横浜キャンパス 1998-10-28

熊本大学 工学部 材料・応用化学科 2004-01-15

JAB＊登録 ISO 14001 認証組織(大学） ＊JAB：(公財）日本適合性認定協会

（出典：JABホームページ”適合組織検索“の検索結果に基づき作成）

（参考）環境配慮促進法
（環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律）

特定事業者（国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人等）が、毎事業年度、
環境報告書（環境配慮等の状況を記載した文書）を作成・公表する義務を定めた法律。
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出典：以降のページは三重大学ホームページ 環境・SDGｓ報告書202１より抜粋

https://emr.gecer.mie-u.ac.jp/2021/

三重大学 環境・SDGｓ報告書２０２１

https://emr.gecer.mie-u.ac.jp/2021/
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エネルギーマネジメントビジョンの策定のための現状分析

⼤学の施設は⽼朽化によって保安上の問題を抱えた設
備だけではなく，エネルギーロスがあり環境負荷の⼤きい
設備が残っています。 （箇条4.2の内部の課題）

MIEUポイントシステム
本学では，学生・教職員が学内で実施した環境・省エネ活動を「見える化」し，活動内容に応じたポイント
を付与して獲得し貯めたポイントに応じて，希望する物品と交換できる仕組みを持ったMIEUポイントシス
テムを平成24年度から実施しています。

MIEUポイントの「MIE」は三重大学の「MIE」，「U」は「University」の意味と，「You」の意味「がんばる“あ
なた”」を表しています。
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この授業は，本学の教養教育の科目であると同時に，学生と市民が
共に学ぶ市民開放授業として計画されたものです。国際環境教育研
究センターの現センター長（朴恵淑）が担当し，夏季4日間の集中講義
として開講（オンライン）されました。
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令和3年3月に実施をした「最高環境責任者による見直し」により，使用済みのプラス
チックに関して「最適な取り組みが実施できるように，新たな目標設定と活動を期待
する」というコメントを受けて，令和3年度の環境マネジメントシステム（EMS）の年間
計画には、新たな目標として，「ワンウェイ（使い捨て）廃プラスチックの啓発」を設定
しました。 新たな目標設定した背景は，令和3年3月に閣議決定された「プラスチック
資源循環促進法律」が令和4年度から施行されることに先駆けて，学生と大学が共
に考え行動を起こすことを目指したことから，啓発目標としました。
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ご清聴

ありがとうございました


